
騒音及び振動の規制数値 

（島根県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第 6条） 

地 域 
数 値 

昼間 夜間 深夜 

1．住居地域 50dB 45dB 40dB 

2．商業地域 60dB 55dB 50dB 

3．1及び 2に掲げる地域以外の地域 55dB 50dB 45dB 

備考 

1．「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。 

2．「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。 

3．「深夜」とは、午前零時から日出時までの時間をいう。 

振動の規制数値は 55dBです。 


